
投票所が変わります
  肝付町では現在まで町内で 27 区の投票区を設け、様々肝付町では現在まで町内で 27 区の投票区を設け、様々
な選挙が⾏われてきました。な選挙が⾏われてきました。
 しかし、⼈⼝減少が進んだことで、有権者が 10 ⼈に満 しかし、⼈⼝減少が進んだことで、有権者が 10 ⼈に満
たない投票所や、施設等の⽼朽化により継続的な利⽤がたない投票所や、施設等の⽼朽化により継続的な利⽤が
懸念される投票所などが散⾒されるようになってきてい懸念される投票所などが散⾒されるようになってきてい
ました。また、各投票区における有権者数の減少に伴い、ました。また、各投票区における有権者数の減少に伴い、
投票⽴会⼈の担い⼿不⾜も深刻です。投票⽴会⼈の担い⼿不⾜も深刻です。
 そのため、選挙管理委員会では投票区を⾒直し、投票 そのため、選挙管理委員会では投票区を⾒直し、投票
所の統廃合や新設を⾏い、新たに 16 区の投票区として再所の統廃合や新設を⾏い、新たに 16 区の投票区として再
編を⾏いました。編を⾏いました。
 持続可能な投票環境の整備のため、皆さんのご理解を 持続可能な投票環境の整備のため、皆さんのご理解を
お願い致します。お願い致します。

統廃合・分割する投票所
12 投票所について廃⽌し、他の投票所へと統合します。また、１投票区は分割し投票所を新設します。
廃⽌する投票所については、バス等による移動⽀援や移動式期⽇前投票所で巡回するなどして、投票を⽀援します。

令和６年４月
から

 ご⾃⾝がどの投票所になっているかは選挙の際に
送付される「投票所⼊場整理券」で確認ができます。
 今回の投票区の変更により有権者が⾏う書類⼿続
き等はありませんが、実際に投票が⾏われる時には、
投票所⼊場券をしっかりと確認し、指定された投票
所へお越しくださいますようお願いします。

投票区 投票所 該当振興会

１ ⾼⼭⼩学校
体育館

博労町、本町、中町、新町、⻄新町、
⼋幡⾺場、寺町、寺町ヶ丘、五社⾺場、
中⾺場、中麓、⻄麓、神之市、⻑珠庵、
中村園、下永⼭、下⻄⽅、上⻄⽅、
旭が丘、⻑能寺、⼤脇、上⼤脇

２ 有明地区
公⺠館

飯ヶ⾕、有明⼭下、仮屋、⻄仮屋、
⼀ッ松

３ 波野地区
公⺠館

平後園、和⽥、東⼤園、⻄⼤園、上⼤園、
上原、安野、塚崎、津曲、⽔窪、柳井⾕、
浦町、波⾒下、轟、荒瀬

４ 新富地区
公⺠館

池之園、下之⾨、東横間、⻄横間、
花牟礼、東迫、東丸岡、⼩牧、⻄丸岡、
国⾒園

５ 肝付町
体育館

三反、下住下、菅原、下住上、福留町、
⻄之宮、新⽣町、栄町、⾚池、坂中、
上之原

６
前⽥地区
公⺠館
（新設）

上之⾺場１区、上之⾺場２区、
上之⾺場３区、上之⾺場４区、⻄が丘、
楠隼寮、稲村、中村、岩崎、論地

７ 宮富地区
公⺠館 宮下川南、宮下川北

８
富⼭地区

集落
センター

富⼭、富⼭第１

９
後⽥農業

研修
センター

協和、⾕⼭迫、後⽥⻄⼭下、後⽥東⼭下、
染⽊、⽩坂、中原、瀬⼾宇治、新樹学園、
花神荘、笹ヶ尾、⿃越、⼤窪、永野

投票区 投票所 該当振興会

10 川上地区
公⺠館 ⽯之脇、岩屋、⽚野、折⽣野

11 本城集落
センター 本城下、本城中、本城上、寺之上

12 内之浦
総合⽀所

新地、上建、下建、上町、仲町、下町、
浜崎、上向、川路、⼤平⾒、
⼄⽥（五橋含む）、津代、⼩野

13 北⽅地区
公⺠館 ⼩串、樫脇、天神、枦⽊、平牟⽥

14
上北地区

研修
センター

津房、坂元、⾺込、⾚⽊屋、江平、
銀河の⾥

15
⼄南地区

研修
センター

侍⾦、⼩⽥

16 岸良
出張所

川⼝、港、東、本地、下⻄、上⻄、⼤原、
浜、宮原、姫⾨、船間、辺塚、⼤浦

お問い合わせ先　選挙管理委員会　☎ 0994（65）8421
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